
 1 / 7

令和８年度屋久島町一般廃棄物処理基本計画等策定支援業務 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

１　業務概要  

（１）目的  

本町では、「屋久島町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（令和元年度～令和14

年度）及び「屋久島町生活排水処理基本計画」（令和５年度～令和14年度）をそれ

ぞれ策定し、廃棄物行政を推進してきたところである。 

しかしながら、令和８年３月にごみ処理施設を新設したことに伴い、廃棄物処理

体制が大きく変更となることから、現行の一般廃棄物（ごみ）処理基本計画につい

ては、その内容を実情に即したものに見直す必要が生じている。 

また、生活排水処理基本計画においては、し尿処理施設が竣工後25年を経過して

おり、施設の更新や今後の処理方式の在り方を含めた検討が求められる時期を迎え

ている。 

これらの状況を踏まえ、廃棄物処理及び生活排水対策を総合的かつ計画的に推進

するため、両基本計画を統合し、令和９年度から令和23年度までの15年間を計画期

間とする「屋久島町一般廃棄物処理基本計画」を令和８年度に策定する予定であ

る。 

なお、本業務の実施に当たっては、専門的知識及び技術的提案を総合的に評価す

る必要があることから、事業者からの企画提案を一定の基準により評価・選定する

公募型プロポーザル方式により受託候補者を決定するものである。 

（２）業務名  

令和８年度屋久島町一般廃棄物処理基本計画等策定支援業務 

（３）業務内容 

別紙「令和８年度屋久島町一般廃棄物処理基本計画等策定支援業務仕様書 （以下

「仕様書」という）」のとおり。  

ただし、契約時における仕様書については、契約候補者として選定された業者の

企画提案内容に応じて、仕様を変更することがある。  

（４）業務期間  

　　　契約締結日から令和９年２月26日（金）まで  

 

２　業務に要する費用（事業費限度額）  

20,000,000円 （消費税及び地方消費税を含める）  

なお、参考見積書の金額は税抜きとし、地方税及び地方消費税を加算した金額が、

業務に要する費用（事業費限度額）を超過した場合は失格とする。 

  

３　参加資格  

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満

たす者でなければならない｡  

（１）屋久島町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 
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（２）単一の法人であること。  

（３）公示日現在から候補者特定の日まで屋久島町建設業者等指名停止要領による指名

停止を受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く）又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受

けている者を除く）又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の

申立てをしている者でないこと  

(５）平成27年度以降に地方公共団体が発注する一般廃棄物処理基本計画、し尿処理

施設および汚泥再生処理施設の整備基本方針（基本構想）、循環型社会形成推進

地域計画の業務を受託し、完了した実績を有すること。 

 

４　質問の受付及び回答  

（１）提出期限  

令和８年４月24日（金）午後５時（必着）  

（２）提出方法  

質問書（様式１）により、電子メール（添付書類はＰＤＦ化）にて担当へ提出す

ること。また、電子メールの表題は「プロポーザルに関する質問（事業者名）」と

すること。  

※　メール送信後、担当へ受信確認の電話連絡を行うこと。なお、電子メール以

外の方法で提出された質問に対しては回答しない。  

（３）提出先  

「１４　担当部署（提出・問い合わせ先）」へ提出すること。  

（４）回答日（予定）  

令和８年５月１日（金）  

（５）回答方法  

町ホームページに掲載する。  

 

５　参加意思表明書の作成及び提出  

（１）提出書類・必要部数  

①　参加意思表明書（様式２）　　【１部】  

　※代表者印を忘れずに押印すること。  

②　事業所概要（任意様式）　　　【１部】  

③　企業業務実績書（任意様式）　　　【１部】  

・し尿処理施設および汚泥再生処理施設に関する業務実績２０件以内 

（実績期間：平成27年4月1日より令和8年3月31日） 

（２）提出期限  

　　　令和８年５月13日（水）午後５時（必着） 
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（３）提出方法  

持参又は郵送により提出すること。持参の場合の受付時間は午前９時から午後５

時までとする（土曜、日曜日及び祝日を除く）。なお、郵送で提出する場合は、受

け取り日時及び配達されたことが証明できる方法とする。  

（４）提出先  

「１４　担当部署（提出・問い合わせ先）」へ提出すること。  

（５）参加資格の通知  

参加資格審査の結果は、参加表明者にメールで通知する。 

（６）プロポーザル審査への出席辞退  

町が参加資格を認めた旨を記載した参加資格確認結果通知書を受領後、プロポ

ーザル審査への出席を辞退する場合は、辞退届（様式１１）を提出すること。  

 

６　企画提案書等の作成及び提出  

（１）提出書類・必要部数  

①　業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式３）  

【原本１部】  

　※代表者印を忘れずに押印すること。  

②　実施体制各種調書及び企画提案書等　  

【原本１部】、【副本４部】  

※副本については複写可とするが、社名を特定できる情報は記載しないこと。  

ア　会社概要（様式４）  

・ 副本は会社名と本社所在地を空欄とすること。  

イ　技術者の概要（様式５）  

ウ　企業実績調書（様式６）： 

・ 一般廃棄物処理基本計画を５件以内、し尿処理施設および汚泥再生処理

施設の整備基本方針（基本構想）を５件以内、循環型社会形成推進地域

計画を５件以内 

・ 業務名、発注者、業務内容、実施期間を記載すること。  

・ テクリス・コリンズ、または契約書の写しを添付すること。  

エ　担当技術者調書（様式７） 

・ 技術責任者（主任技術者）１名、照査技術者１名、担当技術者８名以内 

オ　技術責任者（主任技術者）の経歴及び実績等調書（様式８）  

・ 資格要件：技術責任者は、技術士法に定める衛生工学部門（廃棄物関係

の選択科目に限る）の資格を有していること。 

・ 実績要件：一般廃棄物処理基本計画を２件以内、し尿処理施設および汚

泥再生処理施設の整備基本方針（基本構想）を２件以内、循環型社会形

成推進地域計画を２件以内 

・ （実績期間：平成27年4月1日より令和8年3月31日） 

・実施体制：九州管内に現住所を有し密に協議できる者であること。 
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カ　再委託調書（様式９）※再委託する場合のみ  

キ　工程表（様式１０又は任意様式）  

・ 【様式１０】の表の項目を満たしていれば任意の様式でも可とする。 

ク　企画提案書（任意様式）  

・ 様式は任意とするが、用紙はＡ４を基本に、Ａ３の場合は折り込み にす

ること。 

・ 文字の大きさは10ポイント以上とすること。  

・ 印刷はカラー、白黒を問わない。  

・ 下段にページ番号を付すこと。  

・ ２０ページ以内とし、提案内容は簡潔に表現すること。  

・ 本業務に対する基本的な考え方及び仕様書に示す各項目について記載す

ること。また、仕様書に示す内容以外にもアピールポイントがあれば記

載すること。 

③　参考見積書及び内訳書（任意様式）  

【原本１部】  

・ 見積額は税抜きとし、地方税及び地方消費税を加算した金額が「２ 業

務に要する費用」以下の金額となるようにすること。  

（２）提出期限  

令和８年６月１日（月）午後５時（必着）  

（３）提出方法  

持参又は郵送により提出すること。持参の場合の受付時間は午前９時から午後５

時までとし、担当に事前連絡を行うこと（土曜、日曜日及び祝日を除く）。  

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方

法とする。  

（４）提出先  

「１４　担当部署（提出・問い合わせ先）」へ提出すること。  

 

７　審査委員会の設置 

受託候補者の決定にあたり、屋久島町一般廃棄物処理基本計画等策定支援業務プロ

ポーザル審査委員会（以下、「審査委員会」という。）を設置する。なお、審査会

は非公開とする。 

 

８　審査方法  

プロポーザルの審査は以下のとおりとする。  

実施日：令和８年６月５日（金）【予定】  

（１）審査（書類審査、ヒアリング等による審査）  

提出された実施体制各種調書及び企画提案書等を下記８（１）～（４）で示す

審査基準に基づいて審査するとともに、企画提案についてヒアリング等を実施し、

高い評価を得た提案者を選考する。ヒアリングは参加者名を伏せ、参加意思表明書
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の受付順に実施するものとする。  

ただし、提案者が多数ある場合は、企画提案書の審査を事前に行い、審査委員

会において選定された提案者についてのみヒアリング等を実施し、評価を行うこと

ができるものとし、その旨及び選定結果について通知するものとする。 

提案者が１者の場合についてもヒアリング等を実施する。その場合、基準点を

満たす場合のみ、当該提案者を契約候補者とする。  

審査の結果、最高点を取得した提案者が２者以上ある場合は、参考見積金額が

低い者を契約候補者とし、さらに同額の場合は抽選で決定するものとする。  

（２）審査結果の通知  

審査結果を書面により通知する。また、候補者にならなかった提案者は、その

理由について通知日の翌日から起算して７日以内に担当課へ説明を求めることがで

きるものとする。 

 

９　審査基準及び配点  

プロポーザルは以下の審査基準に基づき審査をし、最も高い評価点を取得した提案

者を契約候補者として特定する。  

（１）業務実績        10点 

（２）企画提案の内容（実施方針、実施体制、工程、テーマ）　　  40点  

・テーマ１：一般廃棄物処理基本計画の策定における独自の技術提案 

・テーマ２：し尿処理施設整備に伴う方針検討における独自の技術提案 

（３）参考見積書　　　　　　　　　     30点  

（４）ヒアリング等の内容　　　　　     20点  

　※基準点を60点とし、評価点（審査委員の評価点の平均）が基準点を満たすものの

うち、最高点を取得した提案者を契約候補者とする。また、いずれの提案者も基準点

に満たない場合は、本業務の目的を十分に達成できないものと判断し、最優秀提案者

を選定しないこととする。  

 

１０　契約  

候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の

手続きを行うものとする。なお、その際には、特定された者は改めて見積書を提出す

るものとする。  

ただし、契約条件が合致しない場合や、契約候補者に事故等があり契約が不可能に

なった場合は、次点の候補者を契約の相手方とする。  

 

１１　日程  

　　公示　　　　　　　　　　　　　　　令和8年4月17日（金）  

　　質問受付締切　　　　　　　　　　　令和8年4月24日（金）午後５時 

　　質問回答　　　　　　　　　　　　　令和8年5月01日（金）（予定） 

　　参加表明手続き締切　　　　　　　　令和8年5月13日（水）午後５時 
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　　参加資格確認結果送付日　　　　　　令和8年5月15日（金） 

　　企画提案書等受付締切　　　　　　　令和8年6月01日（月）午後５時 

　　書面審査・ヒアリング審査　　　　　令和8年6月05日（金）（予定）  

　　結果通知　　　　　　　　　　　　　令和8年6月中旬　　　（予定）  

　　契約締結・業務開始　　　　　　　　令和8年6月下旬　　　（予定）  

 

１２　失格事項  

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する

場合は、その提案を失格とする。  

（１）参加資格要件を満たしていない場合  

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合  

（３）実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合  

（４）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合  

（５）参考見積書の金額が「２　業務に要する費用」を超過した場合  

 

１３　その他留意事項  

（１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。  

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停止措置

を行うことがある。  

（３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しな

い。  

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。  

（５）プロポーザルを公正に執行することができないおそれがあると認めた場合、既に

公告若しくは通知した事項を変更又は当該プロポーザルを延期若しくは中止するこ

とができる。この場合に、参加者が損害を受けることがあっても町は賠償責任を負

わないものとする。  

（６）「業務実施体制回答書」 に記載した配置予定の担当技術者は、原則として変更

できないものとし、やむを得ない理由により変更する場合には、協議のうえ決定す

る。  

（７）企画提案書等の著作権等については、次のとおり取り扱うものとする。  

ア　企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものと

する。  

イ　プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるとき

は、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるもの

とする。  

ウ　提案者から提出された企画提案書等について、屋久島町情報公開条例（平成

19年屋久島町条例第18号）の規定による請求があったときは、 当該企画提案書

等を作成した者に対し、意見書を提出する機会を与えるものとする。 
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なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響がでるおそれが

ある情報については決定後の開示とする。 

  

１４　担当部署（提出・問い合わせ先）  

屋久島町 生活環境課 廃棄物対策係 

担当：内田 

所在地：〒891-4292 

屋久島町小瀬田849番地20 

ＴＥＬ：0997-43-5900（内線134）  

ＦＡＸ：0997-43-5905 

E-mail：kankyo@town.yakushima.kagoshima.jp 

※ 問い合わせについては、土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く毎日、午前９

時から正午まで又は午後１時から午後５時まで受付する。


